
芽室町普通河川占用申請手順 

 

１ 芽室町管内の普通河川において、次の行為を行う場合は次の申請が必要となります。 

①河川工事 ②工作物の新築、改築、除却 ③工作物の伴う土地の占用 ④土地だけ

の占用 ⑤水利使用 

上記①②③⑤については様式（Ａ）により第５条の承認申請を事前に行わなければな

りません。承認を受けた後、第８条による占用申請を行う手順になります。 

第８条については①～⑤までの行為による許可申請書には様式（Ｂ）が共通となりま

す。 

  ①河川工事の場合は事前承認申請として様式（Ａ）第５条承認申請書、様式（Ｃ）河

川工事、工作物の新築、改築、除却及び土地の占用が伴う場合は様式（Ｄ）及び

様式（Ｅ）が必要になります。 

    承認を受けた後、第８条による許可申請書様式（Ｂ）、以下上記と同じ様式（Ｃ）、

（Ｄ）、（Ｅ）を添付します。 

②工作物の新築、改築、除却の場合は①と同様に様式（Ａ）第５条承認申請書及び様

式（Ｄ）及び様式（Ｅ）が必要となります。承認後①と同じく許可申請手続きと

なります。 

  ④土地だけの占用については第８条による許可申請書様式（Ｂ）及び様式（Ｅ）が必

要となります。 

  ⑤水利使用の場合は①の河川工事と同様な手順と各様式が必要となりますが、その他

にも必要な書類があり、水利使用については権利が発生するものですので、事前

に経済部建設課と協議することをお願いします。 

  ＊上記様式の他に申請理由書、位置図、現況平面図、事業計画図、現況写真等を添付

しなければなりません。 

 



２ 記入の手順 

様式（Ａ）第５条承認申請書 

 

様式（Ｂ）第８条許可申請書 

 

第  号については、こちらで記入しま

すので空欄のままでよろしいです。 

提出する日を記載願い

ます。 

第５条に係

るものにつ

いては押印

が必要とな

ります。 

提出する日を記載願い

ます。 
土地のみの占用に

ついては直筆であ

れば押印不用とし

ますが、それ以外

については押印し

てください。 

普通河川管理者 

芽室町長     あて 

普通河川管理者 

芽室町長    あて 



様式（Ｃ）河川工事 記載例

 

様式（Ｄ）工作物の新築、改築、除却 記載例 

 



様式（Ｅ）土地の占用 記載例 

 

３ 承認及び許可の事務処理について 

  許可申請の行為によりますが、河川工事、工作物新築等、水利使用につきまして

は事前に計画概要等を経済部建設課までにお知らせくださるようお願いします。 

  承認から許可までは行為によりますが概ね１ヶ月程度かかります。 

  農耕用等工作物の伴わない行為については３日程度で許可をすることがあります。 


